
- 1 -

資料 ２

認可保育所の利用定員について

国の方針として、利用定員は認可定員と一致させることを基本としている

ため、各園の認可定員を利用定員とする。

認可定員 利用定員

さむかわ保育園 １８０人 １８０人

旭保育園 １８０人 １８０人

一之宮愛児園 １８０人 １８０人

寒川湘南保育園 ９０人 ９０人

『子ども・子育て支援法』

（特定教育・保育施設の確認）

第三十一条 第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、

教育・保育施設の設置者（国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）

第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。附則第七条において同じ。）を

除き、法人に限る。以下同じ。）の申請により、次の各号に掲げる教育・保育

施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用

定員を定めて、市町村長が行う。

一 認定こども園 第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

二 幼稚園 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分

三 保育所 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び

同項第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分

２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めよ

うとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の

機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子

どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければ

ならない。


